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島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の補正について 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の規定

に基づき、平成３０年２月７日付け電原運第１００号をもって申請し、平成３０年３月１６

日付け電原運第１０８号をもって補正しました、島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更

認可申請書について、下記のとおり補正いたします。 

 

記 

 

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の別添について、以下のとおり補正

する。 

・申請書の別添「島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表」を添付のとおり補

正する。 

 

以 上



添 付 

 

１．変更の内容 

 昭和４８年４月２６日付け４８原第４２５３号で認可を受け、昭和４９年３月１２

日付け４９原第９３９号、昭和５０年１０月２８日付け５０原第７８８３号、昭和５

１年７月２９日付け５１安（原規）第３５号、昭和５２年３月９日付け５２安（原規）

第２１号、昭和５２年５月３１日付け５２安（原規）第１３０号、昭和５２年７月６

日付け５２安（原規）第１８７号、昭和５４年６月１９日付け５４資庁第８３５３号、

昭和５５年５月２２日付け５５資庁第６４３０号、昭和５５年８月２９日付け５５資

庁第１０６０１号、昭和５６年４月２日付け５６資庁第３１０１号、昭和５６年６月

１９日付け５６資庁第７５５４号、昭和５６年８月２０日付け５６資庁第１０４４８

号、昭和５７年２月２６日付け５７資庁第２５３０号、昭和５７年７月３１日付け５

７資庁第１０８８１号、昭和５９年５月１８日付け５９資庁第６５６４号、昭和５９

年１１月９日付け５９資庁第１２９６７号、昭和６３年１月２９日付け６２資庁第１

６３３８号、平成元年２月９日付け元資庁第３１０号、平成元年３月３１日付け元資

庁第３５０４号、平成２年３月２３日付け２資庁第１８７８号、平成３年１月３０日

付け２資庁第１４６４４号、平成４年１月２４日付け３資庁第１４１７９号、平成５

年６月２４日付け５資庁第６１９５号、平成５年１０月２７日付け５資庁第１１４４

５号、平成６年１月２７日付け５資庁第１４４６０号、平成７年１月２５日付け６資

庁第１４３９２号、平成８年５月２７日付け８資庁第４６７６号、平成１１年１月２

９日付け平成１０・１２・１８資第２５号、平成１１年６月１８日付け平成１１・０

５・３１資第１０号、平成１２年５月２３日付け平成１２・０５・１２資第７号、平

成１３年１月５日付け平成１２・０９・２０資第７号、平成１３年２月２３日付け平

成１３・０２・１５原第１３号、平成１３年３月３０日付け平成１３・０３・２３原

第１９号、平成１３年９月１９日付け平成１３・０９・０３原第１２号、平成１４年

２月２５日付け平成１４・０２・０４原第３号、平成１４年１０月２２日付け平成１

４・１０・０２原第１０号、平成１５年１月３１日付け平成１４・１２・２６原第１

５号、平成１５年１０月２３日付け平成１５・１０・０３原第１４号、平成１５年１

２月１６日付け平成１５・１１・１８原第１６号、平成１６年５月２０日付け平成１

５・１２・２５原第４７号、平成１６年６月１４日付け平成１６・０６・０４原第１

９号、平成１７年１月２６日付け平成１６・１２・２７原第３７号、平成１７年４月

２１日付け平成１７・０４・０８原第１１号、平成１７年６月２８日付け平成１７・



 

 

０６・１３原第２６号、平成１７年１２月１２日付け平成１７・１１・１８原第１９

号、平成１８年２月２２日付け平成１８・０１・３０原第４号、平成１８年８月２４

日付け平成１８・０７・０４原第１６号、平成１９年１月２４日付け平成１８・１２・

２６原第１２号、平成１９年８月３１日付け平成１９・０７・３１原第２０号、平成

１９年１２月１３日付け平成１９・０９・２８原第２３号、平成１９年１２月１３日

付け平成１９・１１・３０原第２６号、平成２０年１月２１日付け平成１９・１２・

２０原第３６号、平成２０年８月２２日付け平成２０・０７・１１原第１７号、平成

２０年１２月１２日付け平成２０・１０・３１原第１６号、平成２１年１月１９日付

け平成２０・１２・１６原第１３号、平成２１年８月３１日付け平成２１・０８・０

５原第１号、平成２２年１月２２日付け平成２１・１２・２５原第４号、平成２２年

９月６日付け平成２２・０８・０５原第３号、平成２２年９月２９日付け平成２２・

０９・１５原第２号、平成２３年２月２５日付け平成２２・１１・１９原第２号、平

成２３年４月４日付け平成２３・０３・０１原第５号、平成２３年５月６日付け平成

２３・０４・０８原第３４号、平成２３年５月１１日付け平成２３・０４・２２原第

１４号、平成２３年１２月２２日付け平成２３・１０・１９原第２２号、平成２４年

６月２６日付け平成２４・０５・２９原第２号、平成２４年９月６日付け２０１２０

７３１原第８号、平成２５年２月６日付け原管Ｂ発第１３０１０７００１号、平成２

５年７月５日付け原管Ｂ発第１３０７４５号、平成２６年１月９日付け原管Ｂ発第１

４０１０９１号、平成２６年２月２６日付け原管Ｂ発第１４０２２６１号、平成２７

年５月１１日付け原規規発第１５０５１１６号、平成２７年６月１７日付け原規規発

第１５０６１７４号、平成２８年３月２４日付け原規規発第１６０３２４１０号、平

成２８年９月１日付け原規規発第１６０９０１２号、平成２８年１０月２５日付け原

規規発第１６１０２５４号、平成２９年４月１９日付け原規規発第１７０４１９６号、

平成２９年９月２７日付け原規規発第１７０９２７２号、平成３１年３月５日付け原

規規発第１９０３０５５号、令和２年９月１７日付け原規規発第２００９１７８号、

令和３年３月２３日付け原規規発第２１０３２３２号、令和４年３月１１日付け原規

規発第２２０３１１１号および令和４年８月２２日付け原規規発第２２０８２２５号

で変更認可を受けた島根原子力発電所原子炉施設保安規定の記述を、別添の島根原子

力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表の変更後欄のとおり補正する。（ただし、

下線は含まない。） 



 

 

２．変更の理由 

（１）２号炉の高経年化技術評価の実施に伴う長期施設管理方針の策定に伴う変更 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第８２条および保安規定第１０６条の

６に基づき、工事計画認可申請内容を踏まえた高経年化技術評価を実施した。この評価

結果に基づき、長期施設管理方針を策定したことから、保安規定第１０６条の６（原子

炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期施設管理方針）を変更するとともに、

添付８として２号炉の長期施設管理方針を追加する。 

 

 

３．施行期日 

（１）この原子炉施設保安規定は、原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施

行する。 

 

以 上



別 添 

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

1



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前 変更後 備  考 

（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期施設管理方針） 

第１０６条の６ 所長は，２号炉に関し，重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する機

器および構造物※１ならびに常設重大事故等対処設備に属する機器および構造物※１※２（以下，本条に

おいて「機器および構造物」という。）について，営業運転を開始した日以後３０年を経過する日ま

でに実施した以下の事項について，第１１条の２に定める原子炉の運転期間を変更する場合，あるい

はその他経年劣化に関する技術的な評価を行うために設定した条件，評価方法を変更する場合は，当

該評価の見直しを行い，その結果に基づき，策定した長期施設管理方針を変更する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価

（２）前号に基づく長期施設管理方針の策定※３

２．所長は，３号炉に関し，機器および構造物について，営業運転を開始した日以後３０年を経過する

日までに，実施手順および実施体制を定め，これに基づき，前項（１），（２）の事項を実施する。 

３．所長は，２号炉および３号炉に関し，機器および構造物について，各号炉毎，運転期間延長認可申

請※４をする場合においては，営業運転を開始した日以後４０年を経過する日までに，実施手順およ

び実施体制を定め，これに基づき，第１項（１），（２）の事項を実施する。 

４．所長は，２号炉および３号炉に関し，機器および構造物について，各号炉毎，認可※５を受けた延

長期間が１０年を超える場合においては，営業運転を開始した日以後５０年を経過する日までに，実

施手順および実施体制を定め，これに基づき，第１項（１），（２）の事項を実施する。 

※１：動作する機能を有する機器および構造物に関し，原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把

握される箇所を除く。 

※２：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第４３条第２項に

規定される機器および構造物をいう。 

※３：３０年を経過する日までに策定する場合は１０年間の，それ以外の場合は延長する期間が満了す

る日までの方針。 

※４：原子炉等規制法第４３条の３の３２第４項に規定される申請をいう。

※５：原子炉等規制法第４３条の３の３２第２項に規定される認可をいう。

（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期施設管理方針） 

第１０６条の６ 所長は，２号炉に関し，重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する機

器および構造物※１ならびに常設重大事故等対処設備に属する機器および構造物※１※２（以下，本条に

おいて「機器および構造物」という。）について，営業運転を開始した日以後３０年を経過する日ま

でに実施した以下の事項について，第１１条の２に定める原子炉の運転期間を変更する場合，あるい

はその他経年劣化に関する技術的な評価を行うために設定した条件，評価方法を変更する場合は，当

該評価の見直しを行い，その結果に基づき，策定した長期施設管理方針を変更する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価

（２）前号に基づく長期施設管理方針の策定※３

２．所長は，３号炉に関し，機器および構造物について，営業運転を開始した日以後３０年を経過する

日までに，実施手順および実施体制を定め，これに基づき，前項（１），（２）の事項を実施する。 

３．所長は，２号炉および３号炉に関し，機器および構造物について，各号炉毎，運転期間延長認可申

請※４をする場合においては，営業運転を開始した日以後４０年を経過する日までに，実施手順およ

び実施体制を定め，これに基づき，第１項（１），（２）の事項を実施する。 

４．所長は，２号炉および３号炉に関し，機器および構造物について，各号炉毎，認可※５を受けた延

長期間が１０年を超える場合においては，営業運転を開始した日以後５０年を経過する日までに，実

施手順および実施体制を定め，これに基づき，第１項（１），（２）の事項を実施する。 

５．２号炉の長期施設管理方針は添付８に示すものとする。 

※１：動作する機能を有する機器および構造物に関し，原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把

握される箇所を除く。 

※２：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第４３条第２項に

規定される機器および構造物をいう。 

※３：３０年を経過する日までに策定する場合は１０年間の，それ以外の場合は延長する期間が満了す

る日までの方針。 

※４：原子炉等規制法第４３条の３の３２第４項に規定される申請をいう。

※５：原子炉等規制法第４３条の３の３２第２項に規定される認可をいう。

・２号炉の長期施

設管理方針の策

定に伴う変更 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前 変更後 備  考 

（附則の追加） 

附則（令和 年 月 日 原規規発第  号） 

（施行期日） 

第１条 この原子炉施設保安規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

・変更に伴う附則

の追加 

3



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前 変更後 備  考 

（該当なし） 

添 付 ８ 長 期 施 設 管 理 方 針 

（第１０６条の６関連） 

・２号炉の長期施

設管理方針の策

定に伴う変更 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前 変更後 備  考 

（該当なし） 

２号炉 長期施設管理方針 （始期：平成３１年２月１０日，適用期間：１０年間） 

No 施設管理の項目 実施時期※１ 

１ 

事故時雰囲気内で機能要求されるケーブル＊の絶縁特性低下については，評価寿命
までの取替または型式等が同一の実機同等品を用いて６０年間の通常運転および事故
時雰囲気による劣化を考慮した事故時耐環境性能に関する再評価を実施する。 
＊：難燃ＰＮケーブル 

中長期 

※１：実施時期における中長期とは，平成３１年２月１０日から１０年間をいう。

・２号炉の長期施

設管理方針の策

定に伴う変更 
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添付資料 

１．島根原子力発電所２号炉 高経年化技術評価書（３０年目） 




